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      年         法    律             内      容 

2002年(H14) 学校保健法施行規則一部改正 定期健康診断から色覚検査を削除 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

2014年(H26) 

 

 

 

 

 

学校保健安全法 

施行規則一部改正 

 

 

 

色覚検査は削除されたまま、以下のような「改正に

係る留意事項」が追記 

 

 

 

 

  

 

削除された理由 

➀「色覚異常」と診断されても、大半は支障なく日常生活を送れることが判明した。 

②「色覚異常」と診断され、進学や就職時に差別や偏見で苦しんだ人から、「色覚検査廃止」の訴えが

長年あった。 

③検査しても治療法はない。 

④「石原色覚検査表」は誤診がある(男性 6％、女性 50％) 

➄2001年に労働安全衛生法が改正され、就職時の健康診断項目の義務づけが廃止された。 

➄ 

2013年８月 

「今後の健康診断の在り方等に関する検討会(第７回)」において、眼科医会理事会より実態

調査の結果について以下の報告があった。 

  ・進学就職時のトラブル     ・学校生活でのトラブル 

留意事項(抜粋) 

➀学校医による健康相談において、児童生徒や保護者の事前の同意を得て個別に検査、

指導を行うなど、必要に応じ、適切な対応ができる体制を整えること。 

②教職員が色覚について正確な知識を持ち、学習指導、生徒指導、進路指導等において、

色覚異常について配慮を行うとともに、適切な指導を行うよう取り計らうこと。 

③児童生徒等が自身の色覚の特性を知らないまま不利益を受けることがないよう、保健調

査に色覚に関する項目をあらたに追加するなど、より積極的に保護者等への周知を図る

必要があること。 

※学校で色覚検査を行うことの問題点 (定期健康診断から色覚検査が削除されるまで) 

●色覚検査は遺伝子情報の検査であるという認識が低く、安易に検査をしていた。 

●日常生活にほとんど支障がないにも関わらず、スクリーニング検査であるはずの「石原色覚検査表」での

検査で「異常」と判定し、それが「色覚異常」というレッテル貼りにつながった。 

●十分な説明や適切な対応がされないまま、結果のみが伝えられてきた。 

●「石原色覚検査表」での判定は誤認が多いにもかかわらず、専門家でない教職員が検査を行い、その結

果のみをもつて、進学・進路指導が行われ、職業選択にも支障があるという誤解・偏見を持たせてきた。 


